
平成２１年１０月１４日

県医師会長 殿

健康増進課長

新型インフルエンザに係るクラスターサーベイランスの体制変更について

標記サーベイランスについて，現在本格的な流行期に入ったこと等から重症化しやすい

者等の集団発生を把握する体制へと変更し，医師が学校等における集団発生を探知した際

の報告は終了することとなりました。

今後は，下記事例を探知した場合に限り，最寄りの保健所へ連絡してくださるよう貴会

員へ周知をお願いいたします。

記

・医療機関の施設長は，入院患者（インフルエンザによる入院患者以外），職員等におい

て，７日以内に，一つの集団（同じ病棟，同じ階等）内で１０名以上がインフルエンザの

診断がなされた場合（簡易迅速検査で，B型が確定された場合は除く）。

連絡先

健康増進課 感染症保健係

担当 鶴園

直通 099-286-272０
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